
各種事業の展開（その他の保健事業） 

平成３０年度第２回 健康づくり推進協議会 

資料１ 



➣健康経営の普及を最重要目的とし、支部の全所体制事業の考えのもと、昨年度に引き続き、
職員による事業所訪問を拡大実施し、「ヘルス・マネジメント認定制度」の説明を行うとと
もに、当該事業所の「健康宣言」を促す。 

 （１）事業所訪問（事業所まるごと対話）による「健康宣言」等の促進 

実施内容          

実施時期 平成３０年５月～平成３１年３月  

訪問事業所数（目標）  ２２８事業所 

健康宣言事業所数（目標）  １２０事業所 

実施状況          

訪問事業所数  １７７事業所 

健康宣言事業所数    １１０事業所※ 

【実施状況（平成３１年３月１日時点）】 

※全体の健康宣言事業所数は次項に掲載。 

１．「健康経営 」の普及・促進  

   ※「健康経営」は特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標 

【事業目標】 
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【ヘルス・マネジメント認定制度の実施状況（平成３１年３月１日時点） 】 

健康宣言事業所 ７１１事業所 

認定事業所 １０４事業所 

【健康宣言事業所数の推移】 

70 

180 

301 

419 

648 

711 

3 15 
41 50 

87 
104 

0

100

200

300

400

500

600

700
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健康宣言事業所 認定事業所 

平成３０年度目標 700事業所 

100事業所の認定達成 

（事業所数） 

平成29年度目標400事業所 
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（2）ヘルスアップサポート事業（出前講座と併せた歯周病予防対策を含む）の実施 

ⅰ）健康づくり出前講座（対象：認定事業所・健康宣言事業所） 
ⅱ）健康測定機器（血管年齢測定器・肺年齢測定器・体組成計）の貸し出し 
  （対象：認定事業所） 

≪ ヘルスアップサポート事業案内パンフレット（抜粋） ≫ 

➣「ヘルス・マネジメント認定制度」認定事業所等に対する健康づくり支援事業    

➣申込状況（29年度）健康づくり出前講座１１件、健康測定機器貸出７件 
     （30年度）健康づくり出前講座２６件、健康測定機器貸出８件 
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（３）優遇制度（インセンティブ）の拡充について 
 
  ➣建設工事入札にかかる特典   
    

   【経過】 
    建設工事入札にかかる特典（入札加点）については、「ヘルス・マネジメント認 
    定制度」がスタートした28年度当初から、31年度の入札制度見直しに向けて共 
    同事業者である島根県と協議を行っていたが、結果的に見送りとなった。 
 
   【今後の方針】 
    19市町村との連携協定をもとに、各市長村に対して建設工事入札にかかる特典 
    （入札加点）の実現に向けて協議を行う。なお、次回の入札制度見直しは平成33 
    年度に改正予定であるため、実際の協議は平成32年度から行う予定。 

 
➣その他の優遇制度（インセンティブ）の検討 

 

 ・運動にかかる特典 
 （例）スポーツクラブ、スポーツ振興団体における入会金無料、初月会費無料、 
    無料体験実施など  
 
 ・健診にかかる特典 
 （例）オプション検査の無料実施 
 
 ・食に関する特典 
 （例）塩分濃度計の提供、レシピ等のノベルティ提供 
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【参考】ヘルス・マネジメント認定制度（健康経営）及びインセンティブ制度の広報 

≪ 山陰経済ウイークリー掲載広告（平成30年9月） ≫ ≪ 山陰経済ウイークリー掲載広告（平成31年2月） ≫ 
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（４）島根大学及び島根県と連携した事業所アンケートの実施について 
 
  （目的） 
   健康経営及び健診等の認知度・取組状況等を把握し、健康経営普及促進に向けた 
   課題等を明らかにし、協会けんぽ島根支部、島根大学及び島根県の今後の事業展 
   開における基礎資料とする。 
 
 
  （対象） 
     被保険者１０名以上が加入する約３,０００事業所 

  （実施時期） 
   アンケート発送：平成31年3月11日（月） 
   回答期限     ：平成31年3月29日（金） 

  （実施方法） 
   事業所担当者を対象とし、協会けんぽ、島根大学、 
   島根県がそれぞれ質問事項を検討。 
   併せて、各団体がロゴマークを提供し、回答率の 
   向上を図った。 
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２ 島根支部のデータヘルス計画 

上位目標 

 島根支部の糖代謝リスクの保有率を全国平均以下にする。 

下位目標 

□ 糖代謝リスクを抱えている者が多いことについて、「その他運輸業」の事業主及び従業員の皆様が理解し、対策を  
  

 図る事業所が増える。 
 

□ 早期に糖代謝リスクへ対応するために、医療機関を受診する人が増える。 
 

□ 糖代謝リスクについて理解し、対策を考える人が増える。 
 

目標を達成するための手段（３本柱） 

〈Ⅰ〉 
 

事業主等の健康づくり意識 
 

の熟成を目指した取組 
 

〈Ⅱ〉 
 

重症化予防対策 
 

（医療機関への受診促進） 
 

〈Ⅲ〉 
 

加入者等への 
 

意識啓発・情報提供 
 

コラボヘルス ポピュレーションアプローチ ハイリスクアプローチ 
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●データヘルス計画（具体策）の平成３０年度の進捗状況 

目標達成手段（３本柱） 具体策 進捗状況 

〈Ⅰ〉健康づくり意識の熟成 

事業所まるごと対話事業 29年6月から実施 

その他運輸業への歯周病検査実施 
平成３１年２月～3月 
１０１事業所に案内 

〈Ⅱ〉重症化予防対策 

３５歳～７４歳の代謝リスクが高い方への 
受診勧奨（文書） 

２９年度に引き続き実施 

３５歳～７４歳の代謝リスクが高い方への 
保健指導 

２９年度に引き続き実施 

〈Ⅲ〉意識啓発・情報提供 

健康経営セミナーの開催 ３０年７月１８日開催 

イベントブースの出展 

歯科医師会主催のイベントに出展 
（３０年１１月３日開催） 
山陰中央新報社主催のイベントに出展 
（31年３月９日開催） 

ウォーキング大会の開催 
松江市：３０年１０月２０日に開催 
出雲市：３０年１０月２７日に開催 

平成26年度 平成27年度 平成2８年度 

島根支部（％） 16.1 16.0 16.0 

全国（％） 14.3 14.1 14.4 

●代謝リスク保有率の推移 
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➣データヘルス計画目標「代謝リスクの保有率を全国平均以下にする」を達成するために、業態分
類別で代謝リスクが最も高い「その他運輸業」事業所の被保険者に対し歯周病検査を実施。 

・実施時期：平成３１年２月～3月 
・対象事業所：１２６事業所（うち健康宣言事業所：24） 
・平成31年3月12日現在 6事業所 42名から申し込み 

（１）「その他運輸業」事業所に対する歯周病検査の実施（平成31年2月～3月） 

【内容】 

〈Ⅰ〉事業主等の健康づくり意識の熟成を目指した取組（コラボヘルス） 
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〈Ⅱ〉重症化予防対策（医療機関への受診促進）（ハイリスクアプローチ） 

（１）代謝リスクが高い方への保健指導 

➣健診結果で要治療と判定されたにもかかわらず、医療機関を受診していない治療放置者に対し、 
生活習慣病の重症化や合併症の予防を図るため、保健指導による医療機関への受診勧奨を実施 

 

年齢 要件 

１ ４０～７４歳 
生活習慣病予防健診受診者のうち、健診結果の血糖値が「要医療」または「要精密検査」と
判定されたにもかかわらず、未受診と確認できた者 

２ ４０～７４歳 
生活習慣病予防健診受診者のうち、前年度までに従来の重症化予防対策（文書勧奨）の二次
勧奨対象者に複数年該当しているにもかかわらず、未受診と確認できた者 

３ ３５～３９歳 
生活習慣病予防健診受診者のうち、前年度の重症化予防対策（文書勧奨）の二次勧奨対象者
で、かつｅＧＦＲ値が６０未満であるにもかかわらず、未受診と確認できた者 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 

案内者数（人） 17 24 22 13 33 15 21 11 16 18 18 208 

面談者数（人） 4 16 17 10 20 11 12 2 9 13 9 123 

受診者数（人） 1 5 7 1 6 6 3 0 2 4 4 39 

【実施結果（平成３１年２月末時点）】 

【対象者】 
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➣協会けんぽ、島根県国民健康保険団体連合会、山陰合同銀行健保組合、山陰自動車業健康保険
組合の県内４保険者共催のウォーキング大会を３会場にて開催。 
➣インストラクターによるウォーキング指導後、ウォーキングを実施し、健康づくりのきっかけ
を提供する。 
➣スタート前およびゴール後に血管年齢測定器、肺年齢測定器、体組成計による健康測定を実施 
➣各種健康啓発資料を配布 

 
 

（１）いきいきチャレンジウォーク２０１８の開催 

（２）イベントにおけるブース出展 
   県民公開講座『8020健康長寿社会を楽しもう』 
   （主催：山陰中央新報社・島根県歯科医師会）（平成３０年11月３日実施） 
    

   はじめるスタジアム２０１９ （主催：山陰中央新報社）（平成３１年３月９日実施） 

➣健康測定の実施（血管年齢測定、肺年齢測定、体組成計測） 

〈Ⅲ〉加入者等への意識啓発・情報提供（ポピュレーションアプローチ） 

開催日 会場 参加者（名） 

松江会場 平成３０年１０月２０日 松江城周辺 ７３ 

出雲会場 平成３０年１０月２７日 出雲大社周辺 ５９ 

浜田会場 荒天により中止 

【実施結果】  

➣健康づくりに関する情報提供（糖尿病予防リーフレット等の配布） 
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（３）受動喫煙ポスターの作成 
 
 ➣加入者の健康増進・改善及び医療費適正化はもとより、前回作成から5年が経過し、「健康経営」 
  への機運が高まっていること、また、2020年に「受動喫煙対策法」が全面施行されることから、 
  新たに受動喫煙を啓発するためのポスターを作成。 

 
 ・作成枚数  3,000枚  
 ・配付先   健康保険委員 
        県内経済団体 
 
 

【平成25年度作成ポスター】 
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【平成30年度 新規作成ポスター】 



３ 健康づくりの推進や健康経営の普及・推進に向けた連携に関する協定 

 

健康保険組合連合会島根連合会との協定締結について（平成30年10月4日） 
 
 
〔事業概要〕 
    

  関係団体と協会けんぽ島根支部が相互に連携を行い、加入者（県民）の健康寿命の延伸を目指した健康 
 

  づくりや健康経営の推進を図るため、包括的連携に関する協定・覚書を締結  

 
 

 ➣趣旨・目的 

  健康保険組合連合会島根連合会と協会けんぽ島根支部が、包括的な連携・協力のもと保険者 

  機能を発揮し、両加入者の健康増進、健康寿命の延伸、ＱＯＬ（生活の質）の維持・向上及 

  び加入者利益の実現を図ることを目的とする。 

 

 

 ➣連携・協力事項 

  １．健康経営の普及・促進に関すること 

  ２．医療費適正化の取り組みに関すること 

  ３．地域医療構想実現に向けた情報共有に関すること 

  ４．上記に関する広報活動に関すること 
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締結日 締結の相手方 

平成26年８月20日 島根県 

平成27年6月11日 
三師会（一括） 
島根県医師会、島根県歯科医師会、島根県薬剤師会 

平成27年7月15日 島根県国民健康保険団体連合会 

平成27年11月19
日 

島根県内８市（一括） 
松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・安来市・江津市・雲南市 

平成28年3月7日 
経済団体（一括） 
島根県商工会議所連合会、島根県商工会連合会、島根県中小企業団体中央会、島根県経営者協会 

平成28年4月28日 
金融機関 
山陰合同銀行、島根銀行 

平成28年5月11日 島根県社会保険労務士会 

平成29年7月19日 
島根県内１１町村（一括） 
奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 

平成29年11月28
日 

国立大学法人島根大学 

平成30年3月28日 アクサ生命保険株式会社山陰支社 

平成30年10月4日 健康保険組合連合会島根連合会 

・締結団体数：34団体 
 （自治体20、健保連1、国保連1、医師会1、歯科医師会1、薬剤師会1、経済団体4、金融機関2、社労士会1、教育機関1、保険会社1） 

【協会けんぽ島根支部の協定締結先一覧】 
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 健診結果で要治療と判定されたにもかかわらず、医療機関を受診していない治療放置者に対し、
生活習慣病の重症化を防ぎ、医療費適正化及びＱＯＬ（生活や人生の質）の維持を図るため、文書
により医療機関への受診勧奨を実施   
 
※平成２８年１０月勧奨分（平成２８年４月受診分）からは、勧奨対象者について、従来の４０歳
以上～７５歳未満を３５歳以上～７５歳未満とする 

血
圧
・
血
糖
高
値
者 

生
活
習
慣
病
予
防
健
診
受
診
者 

【島根支部】 

《対象者》 
  一次勧奨対象者のうち、より重篤と判断 
 される者（緊急に受診が必要な者） 
 ・収縮期血圧 180mmHg以上 
 ・拡張期血圧 110mmHg以上 
 ・空腹時血糖 160mg／dl以上 
 ・HbA1c        8.4%以上(NGSP値) 

医
療
機
関
受
診 

【本部】 
《対象者》 
  健診受診前月及び健診受診後３か月以内 
 に受診していない者 
 ・収縮期血圧 160mmHg以上 
 ・拡張期血圧 100mmHg以上 
 ・空腹時血糖 126mg／dl以上 
 ・HbA1c        6.5%以上(NGSP値) 

一
次
勧
奨 

二
次
勧
奨 

〈文書〉 

文書  
電話 

〔事業概要〕 

４ 未治療者に対する受診勧奨業務（重症化予防事業） 
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健診受診月 

一次勧奨 ＜本部＞ 二次勧奨 ＜支部＞ 

通知月 通知者数（人） 通知月 対象者数（人） 通知者数（人） 

２９年１０月 30年５月 284 30年10月 49 
14 

(文書13 電話１) 

２９年１１月 30年５月 279 30年10月 72 
27 

(文書24 電話3) 

２９年１２月 3０年６月 243 ― 55 
2 

 (電話2) 

３０年１月 3０年７月 220 ― 44 
1 

 (電話1) 

３０年２月 3０年８月 204 ― 26 
1 

 (電話1) 

３０年３月 30年９月 152 ― 24 
1 

 (電話1) 

３０年４月 30年10月 246 30年12月 57 
48 

(文書43 電話5)  

３０年５月 30年11月 257 31年1月 39 
29 

(文書23 電話6)  

３０年６月 31年1月 221 31年1月 46 
34 

(文書28 電話6)  

３０年７月 31年1月 224 31年2月 40 
26 

(文書18 電話8) 

３０年８月 31年2月 188 34 

【受診勧奨 実施結果（平成３１年２月末時点）】 

※平成30年4月受診分より、一次勧奨の翌月に二次勧奨を実施することとしたため、送
付時期を調整した。また文書内容についても検討・修正した。 
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 ・ 平成28年度より江津市で実施している糖尿病性腎症重症化予防事業において、協会けんぽの
被保険者も対象者とし、江津市の保健師等による保健指導を実施。 

 糖尿病が重症化するリスクの高い未受診者・治療中断者を受診に結びつけるとともに、糖尿病通
院者で生活指導が必要な人に対して保健指導を行い、人工透析への移行を防止する。 

１．対象者 

生活習慣病予防健診受診者のうち、糖代謝リスク項目（空腹時血糖またはHbA1c）の判定が要精密検査 
または要医療であり、空腹時血糖 126mg/dl以上またはHbA1c 6.5%以上の江津市民（初回は協会けんぽの保
健師等で面談を実施） 

２．実施方法 

（ⅰ） 
協会けんぽによる生活習慣についてのおたずねを使用した受診勧奨および保健指導の実施【協会 
けんぽ保健指導者にて実施】 

（ⅱ） 
受診状況の確認を江津市より行うことを伝え、受診勧奨および保健指導を実施したこと、関連する数値
や生活習慣、連絡先等の情報を江津市へ伝えてよいか同意をとる。【協会けんぽ保健指導者にて実施】 

（ⅲ） 
１～２カ月後に受診状況の確認を江津市より行う。合わせてプログラムへの参加を促す。【江津市にて
実施】 

３．プログラム 

№1 （期間）1回  （方法）面談1回 

№2 （期間）3か月 （方法）面談１～２回／電話１～２回 

№3 （期間）6か月 （方法）面談２～３回／電話４～５回 

※かかりつけ医の指示に従い、上記のプログラムを基本に江津市の保健師、管理栄養士による保健指導を行う。 

５ 糖尿病性腎症重症化予防対策 
〔事業概要〕 

〔事業経過〕 
  平成31年2月末現在、3名の対象者を江津市に情報提供し受診確認中 
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６ 健康保険委員セミナー等 

  （１）健康保険委員活動の活性化（セミナー、広報誌の発行、表彰の実施） 

 健康保険委員交流会の開催 

開催日 会場 
参加者数
（名） 

松江 平成30年9月20日（木） くにびきメッセ 小ホール ３０ 

出雲 平成30年9月13日（木） ニューウェルシティ出雲 銀河の間 ２０ 

浜田 平成30年9月27日（木） 浜田ワシントンプラザ ぼたんの間 ２０ 

  【開催日程等】 

  ・共催 : 一般社団法人島根県歯科医師会、一般社団法人島根県薬剤師会 
   ・後援 : 島根県、一般社団法人島根県医師会 

内容 講師 

講演Ⅰ 保険料率と職場の健康づくりの関係 全国健康保険協会島根支部 

講演Ⅱ 
安心してお薬（ジェネリック医薬品）を使って 
いただくために 

島根県薬剤師会 

講演Ⅲ ストレスチェックとメンタルヘルス対策 島根県産業保健総合支援センター 

交流会 
保険料率と職場の健康づくり、ジェネリック
医薬品、メンタルヘルス対策等  

（健康保険委員同士の意見交換） 

➣健康保険委員として必要な知識を習得していただくとともに、委員同士の交流を深め、健
康づくり等の取り組みについて情報交換する機会を提供。（平成30年9月、３会場で開催）   

  【内容等】 
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  〔事業概要〕 
    

   協会けんぽと事業所との橋渡し役を担っていただく健康保険委員の拡大に向けた取り組みとして、 
  文書及び電話勧奨を実施（8月～10月）    
    

【健康保険委員数の推移】 

（２）健康保険委員の拡大の取組み 

 

1,149  1,140  
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2,127  
2,246  
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（名） 
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